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健康保険組合の名称が変わります
令和6年度予算大綱
契約保養所「尾瀬山荘」のご案内

　加入者の皆さまの積極的な健康づくりを応援する
ため、「尾瀬山荘」をご利用される方への補助として、
ご利用１泊につき大人3,000円、子供2,000円（同
一施設２連泊を限度）を補助いたしますので、人気
の施設が格安でご利用いただけます。
　夕日が山の端に沈む頃、夕焼けに包まれた尾瀬は
昼間の喧騒がなかったかのように、ひっそりと静まり
返ります。とっぷりと日が暮れると満天の星月夜。
ゆっくりと身体を休め、目が覚めると朝霞の世界です。
　山小屋に宿泊しなければ体験できない尾瀬をご
堪能してみてはいかがでしょうか。

※右記のご利用料金は大人3,000円、子供・幼児2,000
円補助後の料金です

※補助は、同一施設に1回の2連泊までを限度に行います
※大人（中学生以上）、子供（小学生）、幼児（4歳以上の
未就学児）

※尾瀬沼山荘は、毎週月曜日が定休日となります

●ご予約・ご連絡先
（東京パワーテクノロジー㈱ 尾瀬林業事務所）

電話 0278-58-7311
（平日9：30～17：00）

■１泊２食付 ご利用料金（補助適用後の実際にお支払いいただく金額です）

大人
7,500円
8,000円
9,000円
10,000円

相部屋（男女別）

個室
4名1室
3名1室
2名1室

6,500円

6,500円

5,000円

5,000円

利用形態
子供
料金

幼児

■契約施設及び営業期間
施設名
尾瀬沼山荘
東電小屋
至仏山荘

営業開始日
5/18（土）
5/18（土）
4/19（金）

営業終了日
10/19（土）
10/19（土）
10/19（土）

利用希望の宿泊施設に電話予約にて東京都電気工事健康保険組合の組合員である旨を告げ
るか、尾瀬山荘ホームページ（当健康保険組合ホームページhttp://denkoukenpo.or.jp
からリンク）にてご予約いただき、通信欄に「東京都電気工事健康保険組合の補助金を利用」と
明記のうえ、宿泊施設をご予約ください。

1

当健康保険組合ホームページから契約保養所利用申込書をプリントして、必要事項をご記入の
うえ健康保険組合までお送りください。当健康保険組合から「保養所利用通知書」をお送りい
たします。

2

保養所ご利用時に宿泊施設に健康保険証と「保養所利用通知書」をご提示のうえ、ご精算くだ
さい。

3

1泊につき 大人 3,000円 子供 2,000円 の補助をいたします

尾瀬ヶ原

東電小屋

契約保養所

「尾瀬山荘」の
ご案内

草紅葉（下田代）

ニッコウキスゲ（7月）



収入の部 13,883,534千円

支出の部 13,883,534千円

■予算の基礎

19,750人
3,450人
23,200人

区分
男
女
計

被保険者数

418,000円
297,000円
400,000円

区分
男
女
計

平均標準報酬月額

　当健康保険組合の名称については、かねてより長年にわたり理事会・組合会において変更等に
ついて協議を重ねていただいておりましたが、今般、第466回理事会、第467回理事会、第468
回理事会及び第156回組合会において慎重にご審議をいただいた結果、令和7年1月1日を
もって、「でんきテクノロジー健康保険組合」に名称変更することとなりました。
　当健康保険組合は各種「でんき」（電気、電機、電器）関連の事業を行う皆さまにご加入をいた
だいております。
　電気関連事業は、無くてはならないライフラインの事業を行う、社会において極めて有意義か
つ重要な役割を担い、今後到来するであろう脱炭素社会においても大きな役割を果たすことが期
待される将来性ある業種です。
　このため、テクノロジー（技術）の語を名称に冠することで、高度な技術者であるご加入の皆さ
まの健康保険組合であると明示し、ブランディングを図ってまいります。
　当健康保険組合は令和6年12月1日をもって設立60周年を迎えます。
　新しい名称のもと、100年続く健康保険組合として、より一層皆さまのご期待にお応えするよう、
職員一同努力してゆく所存でございます。

加入者の医療費
の支払い、健康管
理事業などに充て
るための保険料

高齢者の医療費
を支える拠出金
に充てるための
保険料

全国の健保組合が
共同で実施する、高
額な医療費の共同負
担事業などの保険料

健康保険料
一般保険料

①基本保険料 ②特定保険料

③調整
保険料

13,883,534,000円

一般勘定 予算額

1,672,025,000円

介護勘定 予算額

■保険料率

計

介護保険料率 計一般・調整保険料率
（基本+特定+調整）

負担割合
事 業 主 48.5／1000

48.5／1000

97.0／1000

9.0／1000

9.0／1000

18.0／1000

57.5／1000

57.5／1000

115.0／1000

被保険者

変更は
ありません

　今年度も禁煙促進のため、禁煙外来を終了された方への補助に加え、継続して禁煙を宣言された方にインセン
ティブを贈呈し、禁煙をサポートいたします。
　また、特定保健指導を終了された方へのインセンティブ贈呈を引き続き実施いたします。
　さらに、腎不全の重症化を予防するため、糖尿病治療中の方への重症化予防事業を引き続き実施いたします。

 

健康保険組合 名称の が変わります

　我が国の経済はコロナ禍を乗り越え、30年ぶりとなる高水準の賃上げや企業の高い投資意欲など、経済
には前向きな動きが見られますが、健康保険組合にとって、本年は、昨年成立した全世代型の社会保障制
度改革が本格施行される年であるとともに、いわゆる「団塊の世代」が全て後期高齢者となる「2025年問
題」を来年に控え、医療費の増嵩、拠出金の増加等、まさに正念場の年となります。
　そのような中、経済や社会保障の動向等を見据えながら、健康保険組合の令和6年度の予算編成は次の
ような内容とし、2月21日に開催された第156回組合会にて決定されました。
　収入面については、平均標準報酬月額の伸び等を見込みながら、収入の基礎となる被保険者数及び標準
報酬月額は、前年度と同水準を維持しました。
　一方、支出面における保険給付費については、外来患者及びコロナ治療薬を含む抗ウイルス剤の増加等
による診療費の伸びから約76億2千万円を予算数値といたしました。
　なお、高齢者等納付金においては、厚生労働省より提示された諸係数により計算した結果、前年度3.7％
の伸び率となりました。
　経常収入支出差引額では、収入支出においては、別途積立金繰入による予算編成にはなりますが、ほぼ
均衡が保つことができるため、健康保険料率（一般保険料率と調整保険料率の合計）は、前年度と同様の
保険料率を維持する9.70％といたしました。
　また、健康保険法附則第2条に定められた健康保険組合間における財政調整のための調整保険料率は、
前年度同様の0.13％となります。
　健康保険組合に徴収業務のみを義務付けられた40歳以上65歳未満の被保険者が適用となる介護納
付金については、社会保険診療報酬支払基金から示された諸係数等を基に国へ納める介護納付金額を算
出した結果、介護保険料率は1.80％となりました。
　令和6年度の保健事業等につきましては、当健康保険組合における特定保健指導の実施率は国の納付
金加算基準をクリアしてはいるものの、今後、基準が増加していくことが見込まれるため、国の定める指針
に即した「第4期特定健康診査等実施計画」に基づき、実施率向上に努めてまいります。また、昨年に引き
続き、感染症対策を行う事業主の支援及び腎重症化予防事業、禁煙外来治療者への補助等、健康寿命の
延伸に向けて予防・健康づくりの推進をするべくデータヘルス計画を柱とする更なる保健事業の拡充を図っ
てまいります。

予算大綱令和6年度

還付金・営繕費・その他
45,186千円（0.32％）
積立金
20,803千円（0.15％）
予備費
381,187千円（2.74％）

財政調整事業拠出金
181,180千円（1.31％）
保健事業費
290,670千円（2.09％）
事務費
253,862千円（1.83％）
納付金
5,086,915千円（36.64％）

保険給付費
7,623,731千円（54.92％）
法定給付費
7,600,473千円（54.75％）
付加給付費
23,258千円（0.17％）

健康保険収入
13,268,882千円
（95.57％）

財政調整事業交付金
80,001千円（0.58％）

調整保険料収入
181,180千円（1.31％）

繰入金
343,286千円（2.47％）

国庫負担金収入・
国庫補助金収入・その他
10,185千円（0.07％）
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ご不明の点は保健課（TEL 03-3861-1852）までお問い合わせください。

事業主 健保組合

春は卒業・就職のシーズンです
ご家族に異動はありませんか？
　お子様の就職など、扶養されている方々に次のような異動が生じたときは、「被
扶養者（異動）届」に保険証を添え、５日以内に会社のご担当者を通じて当健保組
合に届け出てください。
※高齢受給者証、限度額適用認定証をお持ちの被扶養者は、あわせて返却してください。

●就職したとき（短時間労働者に該当したときを含む）
●結婚したとき（配偶者の加入する健康保険の被扶養者になったとき）
●死亡したとき
●年金やパート、アルバイト等の年間収入が130万円（108,334円／月、3,612円／日）※1以上
　の収入を得るようになったとき
●離婚等により配偶者や子供との生計維持関係が消滅したとき
●雇用保険から失業給付を受けるとき
※1　60歳以上や障害年金の受給資格を有する者は180万円（150,000円／月、5,000円／日）

被扶養者異動（削除）届の提出をお忘れなく

Ａ. 保険証を使ったときは医療費を返還していただきます
扶養からはずれる状況になった後に今までの保険証で病院にかかったときは、後日、健康保険組合が
給付する医療費（医療費の７～８割）の返還請求をさせていただきます。
健康保険組合の財政が悪化して保険料が上がることも
高齢者の医療費や介護保険への納付金は、健康保険組合の加入者の人数に比例して増えます。扶養
からはずさないとその人の分まで計算に含まれてしまい、健康保険組合の余計な出費が増えます。
それが健保財政の悪化につながり、皆さまから負担いただく保険料が上がる要因にもなります。

Ｑ．扶養からはずれる手続きをしないとどうなるの？

ご不明の点は適用課（TEL 03-3861-1854）までお問い合わせください。

医療機関等でオンラインによる資格確認ができるようにするためには…

事業主へ個人番号を提出してください！
法令により、健保組合の加入者は個人番号を
事業主経由で健保組合へ届出する必要があります

個人番号はマイナンバカードの
裏面に記載されています

マイナ保険証のオンライン資格確認システムへの登録は、健保組合が行っています。
ご家族（被扶養者）の分も含め、会社を通じて健保組合へ届出をお願いします。

手続きと
資格確認のしくみ

5日以内に オンライン資格確認システムに登録が完了すると

あなた あなた 医療機関等

個人番号を提出
個人番号を
記載して提出

マイナ保険証
で受診

オンライン
資格確認
システムへ
登録

医療費の3割負担で済みます

オンライン資格確認システムで
資格を確認

医療費の7割分は健保組合が
負担します

（健診など保健事業）
健康に過ごしたい！今年も健康に過ごしたい！

生活習慣病予防・改善のため、自分のから
だの変化を確認するためにも、健康保険
組合が実施する健診を年に1度受診しま
しょう。健康保険組合の補助があるので充
実した内容の健診を安価で受けることが
できます。

ケース 健診、受けなきゃいけないの？1

健康保険組合では、ウォーキング大会などの事業を実施しています。詳しくはホームページをご覧ください。

健診以外にどんな保健事業があるの？ケース 2

こんなときは?

　特定健診・特定保健指導の実施率が低い健康保険組合は、国に拠出する
後期高齢者支援金が増加する仕組みになっています。その結果、健保財政が
悪化し、保険料が上がる原因になります。
　パート先などで健診を受けた被扶養者の方は、健診結果などを健康保険
組合に提出してください。ご協力をお願いします。

健診を受ける人が少ないと保険料が上がる!?

■特定健診・特定保健指導
健康保険組合の40歳以上の加入者は、1年に1回、生活習慣病のリスクを早めに発見するための特定健診の受診が必要です。
特定健診の結果、メタボリックシンドローム（メタボ）のリスクがある人は、保健師や管理栄養士などによる特定保健指導が受けられま
す。特定保健指導では、生活習慣改善の取り組みについて3ヶ月以上のサポートが行われます。

＊追加リスク
腹囲 追加リスク ④喫煙 対象

①血圧　②脂質　③血糖 40-64歳 65-74歳

≧85cm（男性）
≧90cm（女性）

2つ以上該当 積極的
支援 動機付け

支援1つ該当 あり
なし

上記以外で
BMI≧25kg/㎡

3つ該当 積極的
支援 動機付け

支援2つ該当 あり
なし

1つ該当

■特定保健指導の対象者

・ 血圧…

・ 脂質…

・ 血糖…

収縮期血圧 130mmHg以上　または
拡張期血圧 85mmHg以上
空腹時中性脂肪 150mg/dl以上（やむを得な
い場合は随時中性脂肪 175mg/dl以上）
または　HDLコレステロール 40mg/dl未満
空腹時血糖（やむを得ない場合は随時血糖）
100mg/dl以上　または　HbA1c 5.6％以上

＊積極的支援
  動機付け支援

…メタボのリスクが高い人
…メタボのリスクが中程度の人

健 康 保 険

こんなときに！

　健康保険組合では、加入者が健康で過ごすための事業（保健事業）を事業主と協力しながら実施しています。
保健事業は、各健康保険組合が独自に実施するもので、健康診断をはじめ、保健師による保健指導、ウォーキング
大会や禁煙支援など、加入者の健康維持・増進に効果的な取り組みです。

QUO
カード

令和6年度は、特定保健指導をすべて終了された方に、1,000円分のＱＵＯカードを贈呈
いたします（対象となる方には健康保険組合からご案内いたします）。

終了された方にもれなくQUOカードを差し上げます！
45
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定
健
康
診
査
等
実
施
計
画（
案
）

の
件

電
気
工
事
健
保
会
館
冷
暖
房
空
調
設
備
改

修
工
事
の
件

事
業
所
の
編
入
・
削
除
の
件

第
4
6
8
回
理
事
会

　
標
記
理
事
会
が
令
和
6
年
2
月
21
日
に
開
催
さ
れ
、左

記
事
案
に
つ
い
て
可
決
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

記

議
題

１
．協
議
事
項

第
１
号
議
案
健
康
保
険
組
合
名
称
変
更
の
件

令
和
6
年
1
月
5
日

東
京
都
電
気
工
事
健
康
保
険
組
合

理
事
長　
由
井　
茂

ご
不
明
の
点
は

保
健
課（
TEL 

０
３
‐
３
８
６
１
‐
１
８
５
２
）

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

脳
検
査
へ
の
補
助
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　
被
保
険
者
及
び
被
扶
養
者
の
皆
さ
ま
に
今
の
生

活
の
質
を
維
持
し
健
康
に
年
を
重
ね
て
い
た
だ
く

た
め
、従
来
の
健
診
補
助
に
加
え
て
、節
目
年
齢
の
方

が
受
診
す
る
脳
検
査
に
対
し
て
補
助
を
行
い
ま
す
。

　
受
診
日
年
齢
が
35
歳
・
40
歳
・
45
歳
・
50
歳
・
55

歳・60
歳・65
歳・70
歳
の
被
保
険
者
及
び
被
扶
養

者
の
皆
さ
ま
が
東
振
協
契
約
健
診
機
関
及
び
直

接
契
約
健
診
機
関
で
受
け
る
脳
検
査
に
対
し
て

最
大
1
0,
0
0
0
円
の
補
助
を
行
い
ま
す
。

　
詳
細
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

令
和
6
年
度
広
報
予
定

　
当
健
康
保
険
組
合
で
は
、皆
さ
ま
の
健
康
の

た
め
、年
に
1
回
の
健
診
受
診
を
お
願
い
し
て
お

り
ま
す
。

　
年
度
に
1
回
健
診
に
対
す
る
補
助
を
し
て
お

り
ま
す
の
で
、ご
利
用
く
だ
さ
い
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
に
人
間
ド
ッ
ク
や
生
活
習
慣

病
等
を
受
診
で
き
る
病
院
の
一
覧
を
掲
載
し
て

お
り
ま
す
。

４月

※

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
は
6
月
以
降
、

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
広
報
い
た
し
ま
す
。

※

補
助
金
申
請
書
・
質
問
票
が
新
し
く
な
り
ま
す
。

令
和
6
年
4
月
健
診
分
か
ら
、新
様
式
を
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

健
保
だ
よ
り（
秋
号
）及
び
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
て

健
康
づ
く
り
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
大
会
に
つ
い
て
掲

載
い
た
し
ま
す
。

9月
冊
子「
私
た
ち
の
健
康
保
険
組
合
」に
人
間

ド
ッ
ク
や
生
活
習
慣
病
等
を
受
診
で
き
る
病

院
の
一
覧
を
掲
載
い
た
し
ま
す
。

※

ご
家
族
に
も
お
読
み
い
た
だ
く
た
め
、ご

自
宅
へ
の
お
持
ち
帰
り
を
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

5月
今
年
度
末
時
点
で
40
歳
以
上
の
方
に
特
定

健
康
診
査
が
無
料
で
ご
受
診
い
た
だ
け
る
東

振
協
特
定
健
診
受
診
券
を
お
送
り
い
た
し

ま
す
。

被
保
険
者
の
方

事
業
所
あ
て
に
お
送
り
い
た
し
ま
す
。

任
意
継
続
被
保
険
者
の
方
及
び
被
扶
養

者
の
方

ご
自
宅
あ
て
に
お
送
り
い
た
し
ま
す
。

7月

　
令
和
5
年
度
の
健
康
管
理
推
進
委
員
会
の

講
演
会
に
つ
き
ま
し
て
は
、保
健
事
業
全
体
の

開
催
状
況
を
勘
案
し
開
催
中
止
と
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　
事
業
主
の
皆
さ
ま
、健
康
管
理
推
進
委
員
の

皆
さ
ま
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、ご
理
解
を
い
た
だ

き
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

健
康
管
理
推
進
委
員
会
の

講
演
会
中
止
に
つ
い
て

公
告
第
5
2
5
号

　
健
康
保
険
法（
大
正
11
年
法
律
第
70
号
）第
47

条
2
号
に
規
定
す
る
当
健
康
保
険
組
合
の
管
掌

す
る
健
康
保
険
の
令
和
5
年
9
月
30
日
に
お
け

る
全
被
保
険
者
の
同
月
の
標
準
報
酬
月
額
を
平

均
し
た
額
を
標
準
報
酬
の
基
礎
と
な
る
報
酬
と

み
な
し
た
と
き
の
標
準
報
酬
は
、次
の
と
お
り
で

あ
る
の
で
公
告
す
る
。

適
用
期
間　
自　
令
和
6
年
4
月
1
日

　
　
　
　
　
至　
令
和
7
年
3
月
31
日

標
準
報
酬
月
額

4
1
0,
0
0
0
円

標
準
報
酬
日
額

1
3,
6
7
0
円

公
告

第
1
5
6
回
組
合
会

　
標
記
組
合
会
が
令
和
6
年
2
月
21
日
に
開
催
さ
れ
、左

記
事
案
に
つ
い
て
可
決
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

記

議
題

１
．協
議
事
項

第
１
号
議
案

第
２
号
議
案

第
3
号
議
案

第
4
号
議
案

第
5
号
議
案

第
6
号
議
案

第
7
号
議
案

第
8
号
議
案

２
．報
告
事
項

（
１
）滞
納
処
分
認
可
の
件

（
２
）事
業
所
の
編
入
・
削
除
の
件

（
３
）事
業
概
況 一

般
保
険
料
率（
基
本
保
険
料
率
、特
定
保

険
料
率
）及
び
調
整
保
険
料
率
の
件

介
護
保
険
料
率
の
件

令
和
6
年
度
事
業
計
画（
案
）の
件

令
和
6
年
度
収
入
支
出
予
算（
案
）の
件

重
要
財
産
処
分
の
件（
令
和
6
年
度
）

健
康
保
険
組
合
名
称
変
更
の
件

規
約
・
規
程
関
係
変
更
の
件

第
４
期
特
定
健
康
診
査
等
実
施
計
画（
案
）

の
件

名
　
称

所
在
地

㈱
電
工
舎

台
東
区

㈱
ム
ラ
タ
電
工

埼
玉
県
入
間
郡

㈲
小
林
電
業

福
生
市

旭
電
設
㈱

杉
並
区

千
代
田
区

㈱
鈴
木
電
気
商
会

足
立
区

■
削
除
事
業
所

東
京
中
央
電
設
工
業
協
同
組
合

医療機関等を受診する際に
マイナンバーカードを
一度使ってみませんか？

■特定健診や診療の情報を医師と共有でき、重複検査を
防ぎ、自身の健康・医療データに基づくより適切な医
療を受けられます。
※本人の同意なく情報が共有されることはありません。

■薬の情報も医師・薬剤師と共有でき、重複投薬や禁忌
薬剤投与のリスクも減少します。
※本人の同意なく情報が共有されることはありません。

■旅行先や災害時に受診する際も、薬の情報等が連携さ
れます。

■マイナポータルで医療費通知情報を入手でき、医
療費控除の確定申告が簡単にできます。

■医療費が高額な場合に申請する「限度額適用認定
証」が不要になります。

■就職や転職後の保険証の切り替え・更新が不要。
※新しい保険者による登録手続きが必要です。

■高齢受給者証の持参も必要なくなります。

マイナンバーカードで受診するメリット

安心 便利よりよい医療が受けられる！ 各種手続きも便利・簡単に！

マイナンバーカードをお持ちでない方は、まずはマイナンバーカードを取得1
申請

医療機関で スマホから セブン銀行ATMで

受け取り 詳しくはこちら※以下から選択

スマホから パソコンから
オンライン申請

証明写真機
から

郵送

1 2 3

マイナンバーカードをお持ちの方は保険証利用の申込み2

マイナンバーカード
総合サイト

❶ハガキが届く
❷受け取りにいく

へ2

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、申込みが必要です。 ※以下から選択

マイナンバーカードで受診するための準備

医療機関・薬局の
顔認証付きカード
リーダーから申し
込めます

必要なものは
マイナンバーカードのみ！

下記３つを準備
❶マイナンバーカード
❷マイナンバーカード読取対応
　のスマホ
❸アプリ「マイナポータル」の
　インストール

iPhone Android

STEP1「マイナポータル」を起動する。
STEP2「申し込む」をタップする。
STEP3 利用規約等に同意する。
STEP4 マイナンバーカードを読み取る。

ATM画面

健康保険証
利用の申込み

マイナンバー
カード

での手続き
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ご利用方法

東京都電気工事健康保険組合
http : // www.denkoukenpo.or.jp

K E N P O  D A Y O R I

ご家庭に
お持ち帰り
ください。

Contents

No.620
号

令和
6年春

健康保険組合の名称が変わります
令和6年度予算大綱
契約保養所「尾瀬山荘」のご案内

　加入者の皆さまの積極的な健康づくりを応援する
ため、「尾瀬山荘」をご利用される方への補助として、
ご利用１泊につき大人3,000円、子供2,000円（同
一施設２連泊を限度）を補助いたしますので、人気
の施設が格安でご利用いただけます。
　夕日が山の端に沈む頃、夕焼けに包まれた尾瀬は
昼間の喧騒がなかったかのように、ひっそりと静まり
返ります。とっぷりと日が暮れると満天の星月夜。
ゆっくりと身体を休め、目が覚めると朝霞の世界です。
　山小屋に宿泊しなければ体験できない尾瀬をご
堪能してみてはいかがでしょうか。

※右記のご利用料金は大人3,000円、子供・幼児2,000
円補助後の料金です

※補助は、同一施設に1回の2連泊までを限度に行います
※大人（中学生以上）、子供（小学生）、幼児（4歳以上の
未就学児）

※尾瀬沼山荘は、毎週月曜日が定休日となります

●ご予約・ご連絡先
（東京パワーテクノロジー㈱ 尾瀬林業事務所）

電話 0278-58-7311
（平日9：30～17：00）

■１泊２食付 ご利用料金（補助適用後の実際にお支払いいただく金額です）

大人
7,500円
8,000円
9,000円
10,000円

相部屋（男女別）

個室
4名1室
3名1室
2名1室

6,500円

6,500円

5,000円

5,000円

利用形態
子供
料金

幼児

■契約施設及び営業期間
施設名
尾瀬沼山荘
東電小屋
至仏山荘

営業開始日
5/18（土）
5/18（土）
4/19（金）

営業終了日
10/19（土）
10/19（土）
10/19（土）

利用希望の宿泊施設に電話予約にて東京都電気工事健康保険組合の組合員である旨を告げ
るか、尾瀬山荘ホームページ（当健康保険組合ホームページhttp://denkoukenpo.or.jp
からリンク）にてご予約いただき、通信欄に「東京都電気工事健康保険組合の補助金を利用」と
明記のうえ、宿泊施設をご予約ください。

1

当健康保険組合ホームページから契約保養所利用申込書をプリントして、必要事項をご記入の
うえ健康保険組合までお送りください。当健康保険組合から「保養所利用通知書」をお送りい
たします。

2

保養所ご利用時に宿泊施設に健康保険証と「保養所利用通知書」をご提示のうえ、ご精算くだ
さい。

3

1泊につき 大人 3,000円 子供 2,000円 の補助をいたします

尾瀬ヶ原

東電小屋

契約保養所

「尾瀬山荘」の
ご案内

草紅葉（下田代）

ニッコウキスゲ（7月）




